
証券コード 5122
平成27年６月８日

株 主 各 位
東京都文京区本郷３丁目27番12号

代表取締役社長 岡 本 良 幸

第119回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げま

す。

　さて、当社第119回定時株主総会を下記により開催い

たしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げ

ます。

　なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議

決権を行使することができますので、お手数ながら後記

の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使

書用紙に賛否をご表示いただき、平成27年６月25日（木

曜日）午後5時30分までに到着するようご送付いただき

たくお願い申し上げます。

敬 具

記
1. 日 時 平成27年６月26日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都文京区本郷３丁目27番12号

当社本社ビル１階

3. 会議の目的事項

報告事項 1. 第119期（平成26年４月１日から平成

27年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類および計算書類の内容報告の件

2. 会計監査人および監査役会の連結計算

書類監査結果報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役15名選任の件

以 上
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◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の
「議決権行使書用紙」を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
また資源節約のため本「招集ご通知」をご
持参くださいますようお願い申し上げま
す。

◎お知らせ 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結
計算書類および計算書類の記載事項に修正
が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（http://www.okamoto-inc.jp）に
掲載させていただきます。
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(添付書類)
第119期事業報告 (平成26年４月１日から平成27年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油安や低

金利など良好な企業経営環境の持続や、消費者マイン

ドの持ち直しを背景に緩やかな回復傾向が持続して、

消費税増税の影響やそれに伴う在庫調整は徐々に一巡

してきております。こうしたなか、堅調な企業収益な

ど良好な投資環境、所得・雇用環境の改善、原油安や

株高に伴うプラス効果などを背景として、景気は持ち

直し傾向が強まる見込みとなっております。一方、海

外景気の下振れや金融資本市場の動向に留意する必要

があります。

　このような経営環境のなか、当社グループは円安に

よる原材料価格の高騰、燃料費や物流費の上昇などコ

ストアップが避けられない状況となりましたが、新規

顧客の開拓や拡販施策ならびに工場設備の合理化・効

率化に取り組んでまいりました。

　その結果、当連結会計年度における売上高は808億

72百万円(前年同期比4.4％増)となりました。利益面

につきましては、営業利益は製造コストの削減により

45億61百万円(前年同期比40.1％増)、経常利益は為替

の影響により60億19百万円(前年同期比42.4％増)、当

期純利益は28億80百万円(前年同期比12.8％増)となり

ました。
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　各部門別の概況は次のとおりです。

＜産業用製品＞

　一般用・工業用フィルムは、当初堅調に推移しまし

たが、年明け以降の荷動きが鈍く売上横這いとなりま

した。

　建材工業用フィルムは、建材用が住宅着工件数の低

迷により減少したものの、車輌用プラスチックシート

の北米・中国向けが好調に推移し全体では売上横這い

となりました。

　多層フィルムは、食品用は消費税増税後の市況低迷

により低調に推移しましたが、産業用・電池用は新規

の需要もあり全体では売上微減となりました。

　農業用フィルムは、消費税増税の影響と作物価格低

迷による生産者の節約志向のために、需要が減少し売

上微減となりました。

　壁紙は、住宅着工件数が低迷したものの、マンショ

ン向けが好調であったことで売上増となりました。

　フレキシブルコンテナーは、石油化学メーカー向け

の需要が増加し売上微増となりました。

　自動車内装材は、自動車メーカーの世界的な展開に

追従したこと、また当社品の新規採用アイテムの増加

により売上大幅増となりました。

　粘着テープは、消費税増税の影響と消費減退の影響

により売上減となりました。

　工業用テープは、スマートフォン関連の新規採用や

レンズ用・車輌用が好調に推移して売上大幅増となり

ました。

　食品衛生関連商品は、消費税増税の影響があったも

のの、新規取引先の獲得や市場の緩やかな回復により

売上微減となりました。

　食品用吸水・脱水シートであるピチット製品は、消

費税増税の影響と需要期の漁獲量減少により売上微減

となりました。

　以上により、事業全体の売上高は478億29百万円(前

年同期比6.9％増)となりました。

― 4 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月25日 20時20分 $FOLDER; 4ページ



＜生活用品＞

　コンドームは、引き続き少子化・晩婚化による市場

規模縮小のなかで、数量は横這いでありましたが、高

付加価値薄型コンドーム「００２(ゼロツー)」シリー

ズの新アイテムの発売や積極的な販売施策等により、

国内及び海外で売上増となりました。

　除湿剤は、需要期の天候不順と消費税増税の影響に

より売上微減となりました。

　カイロは、年明け以降、比較的暖かな日が多かった

ため売上減となりました。

　手袋は、産業用が堅調に推移したものの、家庭用・

食品用が減少し売上減となりました。

　メディカル製品のうち滅菌器は、前年並みの受注が

あり売上横這いとなりました。

　ブーツ・雨衣は、前年のように首都圏での降雪もな

く低迷いたしましたが、新たに「LOTTOWORKS」ブラン

ドの安全靴をワークショップで販売し売上横這いとな

りました。

　シューズは、得意先とタイアップした商品作りや販

売施策により売上増となりました。

　以上により、事業全体の売上高は328億78百万円(前

年同期比0.7％増)となりました。

＜その他＞

　その他事業は、従来の物流受託に加え、平成26年11

月には第二期の太陽光発電事業もスタートし売上増と

なりました。以上により、事業全体の売上高(振替前)

は35億60百万円(前年同期比7.8％増)となりました。
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(2) 対処すべき課題

　今後の見通しと致しましては、政府による経済政策

や金融緩和により、雇用情勢や所得環境が改善され景

気回復への期待感は高まりつつあります。

　しかしながら、米国と中国の景気に陰りが漂い始め

たため、景気回復を途切れさせないためには、個人消

費や設備投資など国内での需要をどこまで引き出せる

かが鍵を握っていると思われます。

　このような情勢のなか当社グループは、さまざまな

経済環境においても、安定して高い収益を確保できる

事業体質への転換を図っていくため、「身近な暮らし

を科学する」を掲げ、消費者のニーズを満たす商品の

品揃えや販売網を拡充して、製品の競争力をさらに高

めてまいります。

　また新たな需要の開拓を推進するため、静岡・茨城

の両研究開発センターを中心に研究開発投資を積極的

に行い、新商品の開発に励むとともにさらなる品質の

向上を図り、商品の付加価値を高めるように努めてま

いります。

　さらに環境負荷の低減に向け、これに貢献する商品

開発や活動を継続的に行い、社会に貢献できる企業グ

ループを目指してまいります。

　一方、コスト構造を改善するとともに、為替の変動

に左右されず、将来の成長に結びつけるため、米国や

東南アジアの海外工場は、今後の事業戦略の中核とし

て位置づけ、新市場にしっかり布石を打ち、持続可能

な成長を実現してまいります。

　

　なお、当連結会計年度においては過去の不適切な会

計処理の実態が明らかとなり、平成26年12月第三者委

員会の調査結果と提言を踏まえ、再発防止策を策定い

たしました。

① 棚卸しの作業方法についての見直しおよび周知徹

底

② 単価マスタ上の登録および変更方法の見直し

③ コンプライアンス意識の徹底

④ 社内の監査体制の強化として社長直轄の「経営管
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理室」の設置

⑤ 人事交流の活性化および相互監視機能の強化

⑥ 損益計画の策定プロセスの質的改善

⑦ 内部通報制度の利用の活性化

⑧ 工数・原価管理システムのＩＴ統制の強化

　当社は本件を厳粛かつ真摯に受け止めまして、かか

る事態を二度と引き起こさぬよう、全社一丸となって

再発防止に向けて取り組んでまいります。

　このようにコンプライアンスやリスク管理体制の充

実を図るとともに、透明性の高い健全な企業経営を目

指してまいります。

　株主のみなさまにおかれましては、今後とも何卒格
別のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げま
す。

　

(3) 設備投資等及び資金調達の状況
　① 当連結会計年度中において実施（無形固定資産を

含む支払ベース）致しました設備投資等の主なも
のは次のとおりであります。

当社静岡工場設備 1,572百万円

当社茨城工場設備 439百万円

当社福島工場設備 223百万円

当社本社及び賃貸物件 555百万円

グ ル ー プ 各 社 742百万円

合 計 3,533百万円
　② 資金調達の状況

設備の新設及び拡充資金は、主に自己資金で賄い
ました。
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(4) 財産及び損益の状況の推移

項 目 単位 第116期
(平成24年３月期)

第117期
(平成25年３月期)

第118期
(平成26年３月期)

第119期
(当連結会計年度)
(平成27年３月期)

売 上 高 百万円 68,762 70,008 77,457 80,872

経 常 利 益 百万円 2,947 3,892 4,227 6,019

当 期 純 利 益 百万円 1,483 2,206 2,554 2,880

１株当たり当期純利益 円 13.96 21.29 25.28 29.07

総 資 産 百万円 68,972 72,871 78,261 83,385

純 資 産 百万円 38,514 41,815 44,006 47,007

(注) 1． 過年度の決算において、会計上の誤謬が判明したため、
第116期から第118期については、誤謬訂正後の数値(下
線部分)を記載しております。

2. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式の総数
に基づき算出しております。なお、発行済株式の総数
については自己株式数を除いております。

3. 第119期(当連結会計年度)の状況につきましては、前記
「(１) 事業の経過及びその成果」に記載のとおりであ
ります。

　

(5) 重要な親会社及び子会社の状況

　① 親会社との関係

　該当事項はありません。

　

　② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

イチジク製薬株式会社 35
百万円

100
％

医薬品の製造・販売

オカモト化成品株式会社 33
百万円

100
％ 産業用製品、

衣料・スポーツ用品の販売

世界長ユニオン株式會社 98
百万円

100
％

シューズ、紳士靴の製造･販売

Okamoto North America,Inc. 22.6
百万
米ドル 100

％
持 株 会 社

Okamoto U.S.A.,Inc. 2
百万
米ドル 100

％
産業用製品、医療・日用品の販売

Okamoto Sandusky
Manufacturing，
LLC

20.5

百万
米ドル 100

％
産 業 用 製 品 の 製
造・販売

岡本(香港)有限公司 6
百万
香港ドル 100

％ 産業用製品、シューズ、
衣料・スポーツ用品、
医療・日用品の販売

Siam Okamoto Co.,Ltd. 245
百万
バーツ 100

％
医療･産業用ゴム手袋製造・販売、産業用製品の販売

(注) 上記議決権比率は、子会社の保有する議決権も含めており
ます。
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(6) 主要な事業内容 （平成27年３月31日現在）

事業の区分 事業内容（主要製品）

産業用製品

プラスチックフィルム、農業用フィルム、ビ
ニルレザー、壁紙、自動車内装材、布･クラフ
トテープ、工業用テープ、フレキシブルコン
テナー、食品用ラップ、食品衛生関連製品、
食品用吸水・脱水シート

生活用品

コンドーム、カイロ、炊事用手袋、作業用手
袋、福祉用品、健康用品、競技用自転車チュ
ーブ、除湿剤、医薬品、入浴剤、殺虫剤、消
臭剤、
スポーツカジュアル靴、高級紳士靴、ブーツ、
レジャー用品、雨衣

その他 倉庫管理、運送、太陽光発電事業

(7) 主要な営業所及び工場等 （平成27年３月31日現在）

当 社 本 社 東京都文京区

国内営業拠点 当社大阪支店(大阪府大阪市)、当

社名古屋営業所(愛知県名古屋市)、

当社福岡営業所(福岡県福岡市)、

イチジク製薬株式会社(東京都墨田

区)、オカモト化成品株式会社(東

京都台東区)、世界長ユニオン株式

會社(東京都江戸川区)

海外営業拠点 Okamoto U.S.A.,Inc.(米国)、岡本

(香港)有限公司(中国香港)

国内生産拠点 当社静岡工場(静岡県榛原郡)、当

社茨城工場(茨城県龍ヶ崎市)、当

社福島工場(福島県いわき市)

海外生産拠点 Siam Okamoto Co.,Ltd.(タイ王国)、

Okamoto Sandusky Manufacturing,LLC(米国)
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(8) 従業員の状況

①企業集団の従業員の状況

(平成27年３月31日現在)

従業員数 前期末比増減

2,136名 621名増

(注) 上記には新規に企業集団に加わった子会社の従業員（600
名）が含まれております。

②当社の使用人の状況

(平成27年３月31日現在)

従業員数 前期末比増減数 平均年齢 平均勤続年数

940名 17名増 38.9歳 16.2年

(注) 上記のほか、516名の臨時従業員がおります。

　

(9) 主要な借入先及び借入額
(平成27年３月31日現在)

借 入 先 借入金残高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,800百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 900百万円

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 300百万円

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 100百万円

２．会社の株式に関する事項（平成27年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 400,000,000株
(2) 発行済株式総数（自己株式を除く) 98,742,627株

(注) 上記より控除した自己株式数 6,254,212株
(3) 株主数 9,219名
(4) 上位１０名の株主

(平成27年３月31日現在)
株 主 名 持株数 持株比率

１ 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 7,426千株 7.52％

２ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,251千株 7.34％

３ 丸 紅 株 式 会 社 7,211千株 7.30％

４ 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 4,914千株 4.98％

５ 有 限 会 社 八 幡 興 産 3,530千株 3.57％

６ み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,943千株 2.98％

７ や よ い 会 2,895千株 2.93％

８ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 2,582千株 2.61％

９ オカモトグループ社員持株会 2,097千株 2.12％

10 平 井 商 事 株 式 会 社 1,886千株 1.91％
(注) 1. 信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数

　 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,251千株
　 みずほ信託銀行株式会社 121千株

2. 持株比率は自己株式を除いた発行済株式数に対しての割
合です。
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３．会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等

(平成27年３月31日現在)

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

取締役会長
(代表取締役)

岡 本 二 郎

取締役社長
(代表取締役)

岡 本 良 幸

常務取締役 竹 内 誠 二 医療生活用品
部、 産 業 用 品
部、食品衛生用
品部、手袋・メ
ディカル部、情
報システム室、
物流担当

常務取締役 田 村 俊 夫 海外部、車輌資
材部担当

岡本(香港)有限
公司取締役社長、
Okamoto North America,
Inc.取締役社長

常務取締役 矢 口 昭 史 汎用プラスチッ
ク製品部、機能
プラスチック製
品部、農業資材
部担当

取 締 役 増 田 富美雄 人事部長、粘着
製品部長、建装
部長、工業用品
部長、資材部、
大阪支店、名古
屋営業所担当

取 締 役 池 田 佳 司 医療生活用品部
長、開発関係担
当

取 締 役 齋 藤 慎 也 イ チ ジ ク 製 薬
(株)取締役社長

取 締 役 加 藤 哲 司 食品衛生用品部
長

取 締 役 髙 島 寛 経理部長
取 締 役 本 川 勉 機能プラスチッ

ク製品部長
取 締 役 有 坂 衛 総務部長
常勤監査役 久保田 榮
常勤監査役 後 藤 守 康
監 査 役 小 川 明 公認会計士
監 査 役 深 澤 佳 己 弁護士

(注) 1. 当期中の取締役の異動
就任 有 坂 衛(平成26年６月27日就任)
退任 池 田 惠 一(平成26年 12月 31日辞任)

下 村 洋 喜(平成27年３月24日辞任)
2. 当期中の監査役の異動はございません。
3． 監査役小川明および深澤佳己は、社外監査役でありま

す。
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4. 監査役小川明は公認会計士資格を有しており、財務お
よび会計に関する相当程度の知見を有するものであり、
また、監査役深澤佳己は弁護士資格を有しており、法
務全般に関する相当程度の知見を有するものでありま
す。

5． 当社は監査役小川明を、東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

6． 当社は、最近の状況に鑑み社外取締役を置くことを検
討しておりましたが、資質・経験等を備えた人材を確
保するに至らず、その選任議案を株主総会に提案する
には至っておりませんでした。本定時株主総会におい
て株主総会参考書類に記載の通り、社外取締役の選任
議案を提案しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区分 支給人員 支給額 摘要

取 締 役 14名 252百万円 年額 324百万円以内

監 査 役
(うち社外監査役)

4名
(2)

28百万円
(6)

年額 36百万円以内

合 計 18名 280百万円
　

(注) 1. 上記の他に、使用人兼務取締役の使用人給与相当額63
百万円があります。

2. 期末現在の人員は取締役12名、監査役4名であります。
　

(3) 社外役員に関する事項
　① 監査役 小川 明
　 1) 他の法人等の業務執行取締役等の兼務状況
　 ひびき監査法人の代表社員であります。

なお、当社と同法人との間に特別な関係は
　 ありません。
　 2) 当事業年度における主な活動状況
　 ア）取締役会への出席状況及び発言状況

出席回数は12/13回、発言は12回であります。
　 イ）監査役会への出席状況及び発言状況

出席回数は12/13回、発言は12回であります。
　② 監査役 深澤 佳己
　 1) 他の法人等の業務執行取締役等の兼務状況
　 深澤法律事務所の弁護士であります。

なお、当社と同事務所との間に特別な関係は
　 ありません。
　 2) 当事業年度における主な活動状況
　 ア）取締役会への出席状況及び発言状況

出席回数は13/13回、発言は13回であります。
　 イ）監査役会への出席状況及び発言状況

出席回数は13/13回、発言は13回であります。
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４．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
　 新日本有限責任監査法人

　
(2) 会計監査人の報酬等の額

支 払 額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 39百万円

②
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払
うべき金銭その他財産上の利益の合計額

77百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に
基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等
の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分出来ませ
んので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には
これらの合計額を記載しております。

2．上記②の金額には、当社の過年度決算訂正にかかる監査
業務に対する報酬等37百万円が含まれております。

　

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事
由に該当する状況にある場合には、当社監査役会は当
該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められ
る場合には監査役全員の同意をもって会計監査人を解
任します。また、会計監査人の職務実施状況を勘案
し、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、
株主総会に提出する選解任等に関する議案の内容を監
査役会が決定いたします。

　

(4) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
　

５．会社の体制及び方針

(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他業務の適正を

確保するための体制

1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制

① 当社の役員・使用人は、法令を誠実に遵守する

ことはもとより、企業倫理を十分に認識し、社

会人としての良識と責任を持って業務を遂行す

ることが求められているとの認識に基づき、コ

ンプライアンス規程を定めて、当社の企業理念

体系（企業使命・経営理念・行動基準）として

コンプライアンスを経営の基本方針とすること

とします。
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② 当社の役員は、この実践のため企業理念体系に

基づき当社グループにおける企業倫理の遵守及

び浸透を率先垂範して行います。

③ 社長をコンプライアンス統括責任者とするコン

プライアンス委員会を設置し、弁護士・公認会

計士等の外部有識者、管理部門担当役員等をメ

ンバーにして当社及び当社グループ全体のコン

プライアンス体制の整備及び問題点の把握に努

め、また担当のセクションによる教育・啓蒙に

努めてまいります。

④ 当社グループは、内部通報制度（オカモト・ホ

ットライン）を開設し、法令遵守上疑義がある

行為が行われていることを発見したときは通報

しなければならないと定めています。通報内容

への対応については通報内容を検討し、経営管

理室が内部監査を実施して、その対処を行いま

す。また今後についても、継続的にコンプライ

アンス体制の改善案を検討していくなど、その

充実に努めてまいります。

⑤ 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える

反社会的勢力及び団体とは一切関わらずに断固

としてこれを排除するとともに、代表取締役以

下組織全体として対応し、不当要求防止責任者

を設置して警察・弁護士等外部の専門機関との

緊密な連携を保ち、反社会的勢力排除のための

社内体制の整備強化に努めてまいります。
　
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に

関する体制

① 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書

（電磁的記録を含む）その他の重要な情報を、

情報管理規程・パソコン管理規程・内部者取引

管理規程に基づき適切に管理し保管いたしま

す。

ア）株主総会議事録と関連資料

イ）取締役会議事録と関連資料

ウ）取締役が主催する重要な会議記録及び指示事

項

エ）内部者取引（インサイダー取引該当）に係る

重要な文書
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オ）その他取締役の職務の執行に関する稟議書類

等重要な文書

カ）個人情報保護法上の個人情報に該当する情報

② 会社としての重要書類は、情報管理規程に基づ

き電磁的記録はパソコン管理規程に基づき管

理・保管し、その管理・保管方法については継

続的に、教育・啓蒙を行うとともに見直しをし

てまいります。

3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社グループのリスクマネージメントとして、

外部有識者の意見を取り入れてコンプライアン

ス委員会でリスクの発生防止と発生した場合の

損失の極小化を図る体制を構築いたします。ま

た、当社グループの企業活動の持続的発展の実

現を脅かすあらゆるリスクに対処すべく、リス

ク管理委員会を機動的に開催して、当社グルー

プとしてのトータルリスクマネージメント体制

の構築に注力いたします。

② リスク管理委員会のもと、当社及び子会社にお

いて、工場部門・営業部門・管理部門ごとに、

担当役員の指示のもと専門的な立場から各種リ

スクの評価・管理を行い、部門別のリスクマネ

ージメントに取組んでまいります。なお、環境

リスクについては、ＩＳＯ１４００１取得時に

創設した環境管理委員会にて横断的・継続的に

評価・管理してまいります。

③ 当社及び子会社において、地震等による自然災

害がもたらす津波・火災・水害等による操業停

止のリスク、基幹ＩＴシステムが正常に機能し

ないリスクを軽減する体制を整備いたします。

またかかるリスクの高い地区及び業務について

は、都度保険契約の見直しを実施いたします。

4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制

① 取締役会を原則月1回以上開催し、経営上の重

要事項につき協議します。また年に1度以上工

場で取締役会を開催し交流を図ることで、効率

的な現場の把握、情報の共有に努めます。
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② 当社グループの事業部門は、需要家向け製品の

産業用製品事業と消費者向け製品の生活用品事

業、その他事業の３部門に分かれています。各

部門の互換性が薄いため、部門毎に長期販売計

画、年度単位の部門方針を立て、その業績を全

社統一的な指標により管理するとともに、課長

以上が出席する月曜会において毎月1回、各部

門の業績を報告しあい、全社的に各部門の業

績、状況を把握できる体制を整えるとともに、

効率の良い業務執行に努めてまいります。

③ 代表取締役と役付取締役で構成する常務会を定

例以外にも機動的に開催し、各部門の業績・状

況を監視するとともに、当社事業の対処方針を

効率よく決定できる体制を構築いたします。

5) 財務報告の適正性を確保するための体制

① 経営管理室を中核として、当社及び当社グルー

プにおける財務報告の適正性を確保するために

必要な管理体制を構築・整備・運用してまいり

ます。

② 財務状況に重要な影響を及ぼす可能性が高いと

認められる事項については、取締役、監査役及

び会計監査人間で適切に情報共有を行ってまい

ります。

6) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の

適正を確保するための体制

① 当社は、子会社の自主性を尊重しますが、当社

取締役が子会社の取締役を兼務等することで、

当社の方針を子会社の運営に直結させるととも

に、リスクもグループとして把握し一体管理し

てまいります。

② 当社取締役は、取締役会において1ヶ月に１回

業務の執行状況を報告します。

③ 当社グループとして内部通報制度（オカモト・

ホットライン）を設けて、これを公益通報者保

護法の定めに従って運用することにより、法令

遵守体制の確保に努めてまいります。
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7) 監査役が、職務を補助すべき使用人を置くことを

求めた場合における当該使用人に関する事項、当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監

査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関

する事項

① 監査役が使用人の設置を求めた場合、必要な知

識・能力を備えた監査役の職務を補助する使用

人を置くものとします。

② 当該使用人は監査役の指揮命令に従い、その任

命・異動・評価・懲戒は、監査役会の同意を得

たうえで決定します。

③ 監査役の指示に基づく当該使用人の調査や情報

収集に対して、当社各部門が協力する体制を構

築いたします。

8) 監査役への報告に関する体制

① 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締

役・監査役及び使用人は、会社の経営及び事業

運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結

果について、監査役に報告いたします。監査役

は、取締役会・月曜会に出席するとともに、コ

ンプライアンス委員会・小委員会にも出席し

て、必要に応じて取締役及び使用人に報告を求

めることができるものとします。

② 当社グループは、業績・信用に影響を及ぼすも

のは都度把握できる体制を敷くなど、監査役へ

の情報提供を強化してまいります。

③ 報告者に対しては、匿名性を確保するととも

に、そのことを理由として不利な取扱いを受け

ることのないよう保護してまいります。

9) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務

の処理に係る方針

　 監査役は、当社に対して職務の執行上必要となる

費用等について、その費用の前払い及び償還を受け

ることができるものとします。

10) その他監査役の監査が実効的に行われることを

確保するための体制

① 監査役が、重要な会議体等に出席することがで
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きる体制を整え、その適正性を高めるとともに

監査役への情報提供を強化します。

② 当社監査役の半数は独立社外監査役とし、対外

的な透明性を確保すると共に、弁護士・公認会

計士としての外部有識者の立場から監査・アド

バイスを実践いたします。

③ 当社監査役は、当社グループの各社監査役およ

び当社経営管理室と連携して、当社グループの

連結経営に対応したグループ全体の監視・監査

を実践していく体制を整備してまいります。当

社の内部監査部門である経営管理室が、法令や

定款・社内規程等への適合性等の観点から、グ

ループ会社の監査を実施していくほか、監査役

会に内部監査報告を行い、監査指示を受けた場

合にはさらに追加して内部監査を行ってまいり

ます。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

① 会社の財務および事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支

配する者としては、当社の企業価値と株主共同の利

益の向上に資する者が望ましいと考えます。

　また、当社株式は証券取引所に上場しております

ので、当社の株主の在り方は、市場での自由な取引

を通じて決まるものと考えています。

　したがって、当社の財務および事業の方針の決定

を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全

員の意思に基づき決定されるべきものと考えていま

す。

　
② 不適切な支配の防止のための取り組み

　資本市場では、対象となる企業の経営陣の賛同も

得ずに、一方的に大規模な買付提案またはこれに類

似する行為がなされることがあります。

　これらの大規模買付や買付提案のうち、株主の皆

様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるも

の、株主の皆様がかかる大規模な買付けに応じるべ

きか否かを判断したり、当社取締役会が株主の皆様

に代替案を提案するために必要な時間や情報を提供

― 18 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月25日 20時20分 $FOLDER; 18ページ



しないもの、明らかに濫用目的であるもの等は、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するお

それがあります。

　このような大規模な買付行為や買付提案を行う者

は、例外的に当社の財務および事業の方針の決定を

支配する者として不適切と判断します。

　当社は、第111回定時株主総会（平成19年6月28日

開催）の決議をもって「当社株券等の大規模買付行

為に関する対応策」を導入し、第114回定時株主総

会（平成22年6月29日開催）、第117回定時株主総会

（平成25年6月27日開催）にて継続してまいりました

（継続後のプランを以下「本プラン」といいます）。

なお、本プランの有効期間は、同定時株主総会終了

後から平成28年6月30日までに開催される当社第120

回定時株主総会の終結時までです。

　本プランは、当社が発行する株券等について、

（ア）自己の保有割合が20％以上となる場合、もし

くは（イ）自己及びその特別関係者の所有割合の合

計が20％以上となる場合のいずれかに該当する買付

けその他の取得（以下、あわせて「大規模買付行

為」といいます。）が行われる場合に、当社取締役

会が大規模買付行為を行おうとする者（以下、「大

規模買付者」といいます）に大規模買付行為の情報

提供を要請するとともに、取締役会の恣意的な判断

を防止し、適正に運用されるよう独立委員会の設置

を義務づけています。

　当社取締役会は、大規模買付者が本プランで定め

られたルールを遵守しない場合、または大規模買付

行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著

しく損なうと判断される場合には、独立委員会の勧

告を最大限尊重し対抗措置の発動の是非について判

断を行います。

③ 上記②の取り組みについての基本方針等との整合

性に係る取締役会の判断

　上記方針の目的は、当社議決権が20％以上となる

大規模買付行為が、企業価値・株主価値を高めるも

のであるか否かについて株主の皆様にご判断いただ

くための情報と時間を確保した上で、取締役会とし
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て、大規模買付者等と協議・交渉し、意見や代替案

等を提示するためのものです。

　したがって、これらの施策は当社の企業価値・株

主の皆様の共同の利益を確保、向上させるための枠

組みであり、上記（２）①の基本方針に沿うもので

あると考えております。

　さらに、本プランは経済産業省および法務省の平

成17年5月27日付「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の三

原則を充足し、経済産業省の企業価値研究会による

平成20年6月30日付「近時の諸環境の変化を踏まえ

た買収防衛策の在り方」の内容を踏まえ、（ア）株

主共同の利益の確保・向上を目的とし、株主意思を

反映する手続を定めていること、（イ）社外者のみ

から構成される独立委員会の判断が最大限尊重され

るとともに、外部の専門家の意見聴取ができるとさ

れていること、（ウ）有効期間満了前でも株主総会

によりいつでも廃止し得ること等の理由から、株主

の皆様の共同の利益を損なうものではなく、かつ、

当社の役員の地位の維持を目的とするものではない

と考えております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数

を切捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成27年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 50,195 流 動 負 債 27,008

現 金 及 び 預 金 12,953 支払手形及び買掛金 19,148

受取手形及び売掛金 24,344 短 期 借 入 金 2,218

商 品 及 び 製 品 7,384 未 払 法 人 税 等 996

仕 掛 品 1,839 賞 与 引 当 金 831

原材料及び貯蔵品 2,072 そ の 他 3,812

繰 延 税 金 資 産 691

そ の 他 1,121

貸 倒 引 当 金 △211 固 定 負 債 9,370

長 期 借 入 金 1,100

繰 延 税 金 負 債 2,075

固 定 資 産 33,190 退職給付に係る負債 5,038

有形固定資産 16,021 厚生年金基金解散損失引当金 117

建物及び構築物 5,147 そ の 他 1,039

機械装置及び運搬具 5,898

土 地 3,699 負 債 合 計 36,378

建 設 仮 勘 定 863 (純 資 産 の 部)

そ の 他 412 株 主 資 本 38,467

資 本 金 13,047

無形固定資産 203 資 本 剰 余 金 359

利 益 剰 余 金 27,258

投資その他の資産 16,964 自 己 株 式 △2,197

投 資 有 価 証 券 16,513 その他の包括利益累計額 8,539

繰 延 税 金 資 産 41 その他有価証券評価差額金 7,843

そ の 他 415 繰延ヘッジ損益 43

貸 倒 引 当 金 △6 為替換算調整勘定 788

退職給付に係る調整累計額 △136

純 資 産 合 計 47,007

資 産 合 計 83,385 負債及び純資産合計 83,385

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成26年４月１日～平成27年３月31日)

(単位：百万円)

科 目 金 額 金 額

売 上 高 80,872

売 上 原 価 62,573

売 上 総 利 益 18,298

販売費及び一般管理費 13,737

営 業 利 益 4,561

営 業 外 収 益

受 取 利 息 8

受 取 配 当 金 384

不 動 産 賃 貸 料 409

為 替 差 益 764

そ の 他 234 1,801

営 業 外 費 用

支 払 利 息 29

不 動 産 賃 貸 費 用 107

持分法による投資損失 140

そ の 他 66 343

経 常 利 益 6,019

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 90

投資有価証券売却益 109 199

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 19

減 損 損 失 1,241

災 害 に よ る 損 失 14

過年度決算訂正関連費用 117

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 117

そ の 他 17 1,528

税金等調整前当期純利益 4,691

法人税、住民税及び事業税 1,929

法 人 税 等 調 整 額 △118 1,810

少数株主損益調整前当期純利益 2,880

当 期 純 利 益 2,880

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
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連結株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日～平成27年３月31日)

(単位：百万円)

項 目
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成26年４月１日残高 13,047 359 26,633 △2,443 37,597

誤謬の訂正による累積的影響額 △382 △382

会計方針の変更による累積的影響額 △236 △236

誤謬の訂正及び会計方針の変更を反映した当期首残高 13,047 359 26,014 △2,443 36,978

連結会計年度中の
変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △869 △869

当 期 純 利 益 2,880 2,880

自己株式の取得 △400 △400

自己株式の消却 △645 645 ―

自己株式の処分 0 0 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 645 △645 ―

連結子会社増加による利益剰余金変動額 △121 △121

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変 動 額 （純 額)

― ― ― ― ―

連結会計年度中の
変 動 額 合 計

― ― 1,243 245 1,489

平成27年３月31日残高 13,047 359 27,258 △2,197 38,467
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項 目

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

平成26年４月１日残高 6,763 7 138 △124 6,784 44,381

誤謬の訂正による累積的影響額 6 6 △375

会計方針の変更による累積的影響額 △236

誤謬の訂正及び会計方針の変更を反映した当期首残高 6,770 7 138 △124 6,791 43,769

連結会計年度中の
変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― △869

当 期 純 利 益 ― 2,880

自己株式の取得 ― △400

自己株式の消却 ― ―

自己株式の処分 ― 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 ― ―

連結子会社増加による利益剰余金変動額 ― △121

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変 動 額 （純 額)

1,072 36 650 △11 1,748 1,748

連結会計年度中の
変 動 額 合 計

1,072 36 650 △11 1,748 3,237

平成27年３月31日残高 7,843 43 788 △136 8,539 47,007

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
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【連結注記表】

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
　(1) 連結の範囲に関する事項

　 ① 連結子会社の状況

連結子会社 16社

　 主要会社名：

オカモト通商㈱、オカモト化成品㈱、シューテック
オカモト㈱、ヒルソン･デック㈱、世界長ユニオン㈱、
イチジク製薬㈱、船堀ゴム㈱、岡本(香港)有限公司、
Okamoto U.S.A.,Inc.、Siam Okamoto Co.,Ltd.、 Okamoto
Sandusky Manufacturing,LLC、 Okamoto North America,Inc.、
Apollotex Co.,Ltd.、 Okamoto Rubber Products Co.,Ltd.、
岡本貿易(深圳)有限公司、 Vina Okamoto Co.,Ltd.

前連結会計年度において非連結子会社でありました船堀
ゴム㈱、Apollotex Co.,Ltd.、Okamoto Rubber Products
Co.,Ltd.、岡本貿易(深圳)有限公司、Vina Okamoto Co.,Ltd.
は重要性が増したため、新たに連結の範囲に含めております。

非連結子会社 7社

　 主要会社名：

ホンゴウサービス㈱、Okamoto Vietnam Co.,Ltd.他

　 ② 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の
総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益
剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に
重要な影響を及ぼしていないためであります。

　(2) 持分法の適用に関する事項

　 ① 持分法を適用した非連結子会社の状況

持分法適用の非連結子会社 ０社

持分法適用の関連会社 １社 森川産業㈱

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

7社

ホンゴウサービス㈱、Okamoto Vietnam Co.,Ltd.他

　 ② 持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見
合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影
響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた
め、持分法の適用範囲から除外しております。

　(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、岡本(香港)有限公司、Okamoto U.S.A.,Inc.、
Siam Okamoto Co.,Ltd.、Okamoto Sandusky Manufacturing,LLC、
Okamoto North America,Inc.、Apollotex Co.,Ltd.、
Okamoto Rubber Products Co.,Ltd.、岡本貿易(深圳)有限公司、
Vina Okamoto Co.,Ltd.の決算日は12月31日であります。
９社とも連結決算日との差異は３ケ月以内であり、かつ、
その間における取引は、連結計算書類に重要な影響を与え
ていないため、事業年度の計算書類を基礎として連結を行
っております。なお、その他の連結子会社の決算日は連結
決算日と一致しております。
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（4）会計処理基準に関する事項

　 ① 重要な資産の評価基準および評価方法

　 1） 有価証券の評価基準および評価方法
　 その他有価証券

時価のあるもの………連結決算期末日の市場価格等に基
づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)

時価のないもの………移動平均法による原価法
　 2） たな卸資産の評価

基準及び評価方法
主として総平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により
算定)

　 ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 1） 有形固定資産
(リース資産を除く)

親会社及び国内連結子会社は
主として定率法(ただし、平
成10年４月１日以降に取得し
た建物(附属設備を除く)は定
額法)を採用し、在外連結子
会社は主として定額法によっ
ております。
なお、主な耐用年数は次の通
りであります。
建物及び構築物 ３～50年
機械装置及び運
搬具

５～12年

　 2） 無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法
なお、ソフトウェア(自社利
用分)については社内におけ
る利用可能期間(５年)によっ
ております。

　 3） リース資産 ・ 所有権移転ファイナンス・リ
ース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用
する減価償却方法と同一の方
法を採用しております。

・ 所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

　 4） 長期前払費用 定額法
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　 ③ 重要な引当金の計上基準

　 1） 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい
ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上
しております。

　 2） 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えて、過去の実績に基づ
いて支給見込額を計上しております。

　 3） 厚生年金基金解散損失引当金

厚生年金基金の解散に伴う損失に備えるため、損失負担
の見込額を計上しております。

　 ④ 退職給付に係る会計処理の方法

　 1） 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結
会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期
間定額基準によっております。

　 2） 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生額を一括償却しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に
よる定額法により翌連結会計年度から費用処理しており
ます。

　 ⑤ 重要なヘッジ会計の方法

　 1） ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。為替予約が付され
ている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っ
ております。金利スワップについては、特例処理の要件
を満たしておりますので、特例処理を採用しておりま
す。

　 2） ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段） (ヘッジ対象）

為替予約取引 外貨建金銭債権債務及び外貨建予
定取引

金利スワップ取引 借入金の利息

　 3） ヘッジ方針

　主として親会社は、基本的に通常の営業取引の範囲内
で、外貨建金銭債権債務に係る為替相場の変動リスクを
回避する目的で為替予約取引を行っております。また、
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ
取引を行っております。

　 4） ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関す
る重要な条件が同一であり、ヘッジ開始以降、継続して
相場変動を完全に相殺すると想定することができるた
め、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一
であることを確認することにより、有効性の判定に代え
ております。金利スワップについては、特例処理によっ
ているため、有効性の評価を省略しております。
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　 ⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項

　 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
　
　 ⑦ 誤謬の訂正に関する注記事項

　当連結会計年度に発覚した過年度における不適切な会

計処理に関する訂正による累積的影響額は当連結会計年

度の期首の純資産の帳簿価額に反映されております。

　この結果、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の
遡及処理後の期首残高は382百万円減少しております。
　

　 ⑧ 追加情報

法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負
債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律
第９号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成
27年法律第２号)が平成27年３月31日に公布されたこと
に伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負
債の計算(ただし、平成27年４月１日以降解消されるも
のに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度
の35.42％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成
27年４月１日から平成28年３月31日までのものは33.10
％、平成28年４月１日以降のものについては32.34％に
それぞれ変更されております。
　その結果、当連結会計年度における繰延税金負債の金
額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が193百万円
減少し、法人税等調整額157百万円増加しております。

　 【会計方針の変更】

　「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号平
成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適
用指針第25号平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」
という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付
適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計
年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を
見直し、退職給付見込額の期間帰属方法につき期間定額基
準を継続適用するとともに、割引率の決定方法について
も、割引率の基礎となる債券の期間について従業員の平均
残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、
退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反
映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更してお
ります。
　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基
準第37項に定める経過的な取り扱いに従って、当連結会計
年度の期首において、退職給付に係る負債が366百万円増
加し、利益剰余金が236百万円減少しております。
　なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等
調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

　
２．連結貸借対照表に関する注記

　 (1) 有形固定資産の減価償却累計額 53,857百万円

　 (2) 受取手形割引高 264百万円
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３．連結損益計算書に関する注記

　減損損失の内容

　当連結会計年度において当社グループは以下の資産について減損

損失を計上しております。
　

用途 種類 場所

事業用資産 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他
静岡県
榛原郡

　(経緯)
　当社グループは、プラスチックフィルムの多層フィルム事
業の事業用資産において収益性の低下が生じ、短期的な業績
回復が見込まれないとの判断から、「固定資産の減損に係る会
計基準」に基づき、当該各資産の帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減損損失（1,241百万円）として特別
損失に計上しております。
　減損損失の内訳は、建物及び構築物535百万円、機械装置及
び運搬具700百万円、その他5百万円であります。

　(グルーピングの方法)
　当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管
理計算上の区分別(製品群別)に資産をグルーピングしており
ます。ただし、賃貸不動産及び遊休資産については、個別物
件毎に概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単
位としてグルーピングをしております。

　(回収可能価額の算定方法等)
　当該資産グループの建物及び構築物、機械装置及び運搬具、
その他の回収可能価額は使用価値により算定しており、将来
キャッシュ・フローを４％で割り引いて算定しております。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

　(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

　 普通株式 104,996,839株
　(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議
株式の
種類

配当金の
総額

(百万円)

１株当た
り配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月27日
定時株主総会

普通
株式

497 5.00 平成26年３月31日平成26年６月30日

平成26年11月4日
取締役会

普通
株式

372 3.75 平成26年９月30日平成26年12月２日

(3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額

(百万円)

１株当た
り配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成27年6月26日
定時株主総会

普通
株式

利益
剰余金

617 6.25 平成27年３月31日 平成27年６月29日
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５．金融商品に関する注記

　(1) 金融商品の状況に関する事項

　 ① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に

限定し、また、必要な資金については主に銀行借入や社債

発行により調達しております。

　デリバティブは、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為

替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図り、また

金利関連では借入金利の将来の金利市場における利率上昇

による変動リスクを回避する目的で利用しており、投機的

な取引は行わない方針であります。

　 ② 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リス

クに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理

規程に従い、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとと

もに、主な取引先の与信状況を一定の間隔で把握する体制

としております。

　また、海外取引において発生する外貨建営業債権は、為

替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利

用して一定の範囲内でヘッジしております。

　投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されており

ますが、主に取引上の関係を有する企業の株式でありま

す。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが

１年以内の支払期日であります。また、その一部には、商

品仕入に伴う外貨建営業債務があり、為替の変動リスクに

晒されておりますが、為替予約取引を利用して一定の範囲

内でヘッジしております。

　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調

達であり、長期借入金（原則として５年以内）は主に設備

投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変

動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部

については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固

定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金

利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しています。

　ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの

特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有

効性の評価を省略しています。

　 ③ 金融商品に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及

び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、為替予約取引

については海外取引担当部門が、金利スワップ取引につい

ては財務担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。

　なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定し

ているため、信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。
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　 ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市

場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。

（2）金融商品の時価等に関する事項

　平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価

及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時

価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表

には含まれていません（（注2）参照）。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現金及び預金 12,953 12,953 ―

(2) 受取手形及び売掛金 24,344 24,344 ―

(3) 投資有価証券

その他有価証券 15,651 15,651 ―

資産計 52,949 52,949 ―

(1) 支払手形及び買掛金 19,148 19,148 ―

負債計 19,148 19,148 ―

デリバティブ取引

為 替 予 約 65 65 ―

金利スワップ ― ― ―

デリバティブ取引計 65 65 ―

（注1） 金融商品の時価の算定法並びに有価証券及びデリバティブ

取引に関する事項

　資 産

　(1) 現金及び預金

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

　(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額によっております。

　(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており

ます。

　負 債

　(1) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額によっております。

　デリバティブ取引

為替予約は、取引先金融機関から提示された価格等に基

づいて時価を算定しております。為替予約の振当処理によ

るものは、ヘッジ対象とされた売掛金または買掛金と一体
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として処理されているため、その時価は当該売掛金または

買掛金の時価に含めて記載しております。

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とさ

れた借入金と一体として処理しております。

（注2） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 862 百万円)は、市
場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もるこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。

６．賃貸等不動産に関する注記

　(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社では、東京都その他地域及び海外

において保有資産の有効活用の一環として土地または土地

建物を賃貸しております。

　(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末の時価

1,632 4,743

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計
額を控除した金額であります。

2. 当連結会計年度末の時価は、主に「不動産鑑定評価基
準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて
調整を行ったものを含む。）であります。

７．１株当たり情報に関する注記

　(1) １株当たり純資産額 476円81銭

　(2) １株当たり当期純利益 29円07銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月26日
オカモト株式会社

　取 締 役 会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 市 瀬 俊 司 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 今 西 恭 子 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、オカ

モト株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの

連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ

いて監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づい

て、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基

づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査

証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な

虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査

の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況

に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作

成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書

類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証

拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オカモト

株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類

に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士

法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表
(平成27年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 44,931 流 動 負 債 25,922

現 金 及 び 預 金 8,116 支 払 手 形 5,223

受 取 手 形 8,121 買 掛 金 14,026

売 掛 金 18,661 短 期 借 入 金 2,000

商 品 及 び 製 品 5,127 未 払 金 461

仕 掛 品 1,547 未 払 法 人 税 等 819

原材料及び貯蔵品 1,466 未 払 費 用 1,451

関係会社短期貸付金 264 賞 与 引 当 金 694

繰 延 税 金 資 産 557 そ の 他 1,245

そ の 他 1,069

固 定 負 債 10,348

長 期 借 入 金 1,100

固 定 資 産 37,615 繰 延 税 金 負 債 3,791

有形固定資産 16,344 退職給付引当金 4,522

建物及び構築物 4,037 そ の 他 934

機械装置及び運搬具 4,000

土 地 7,583

建 設 仮 勘 定 549 負 債 合 計 36,270

そ の 他 174 (純 資 産 の 部)

株 主 資 本 38,455

資 本 金 13,047

無形固定資産 82 資 本 剰 余 金 448

資 本 準 備 金 448

利 益 剰 余 金 27,057

投資その他の資産 21,187 利 益 準 備 金 2,864

投 資 有 価 証 券 15,732 その他利益剰余金 18,296

関 係 会 社 株 式 4,835 固定資産圧縮積立金 289

関係会社長期貸付金 252 固定資産圧縮特別勘定積立金 32

そ の 他 366 特別償却準備金 689

別途積立金 17,285

繰越利益剰余金 5,897

自 己 株 式 △2,098

評価・換算差額等 7,819

その他有価証券評価差額金 7,776

繰延ヘッジ損益 43

純 資 産 合 計 46,275

資 産 合 計 82,546 負債及び純資産合計 82,546

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
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損 益 計 算 書

(平成26年４月１日～平成27年３月31日)

(単位：百万円)

科 目 金 額 金 額

売 上 高 65,609

売 上 原 価 53,341

売 上 総 利 益 12,268

販売費及び一般管理費 8,807

営 業 利 益 3,460

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7

受 取 配 当 金 913

不 動 産 賃 貸 料 467

為 替 差 益 660

そ の 他 203 2,252

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24

不 動 産 賃 貸 費 用 140

関 係 会 社 支 援 損 349

そ の 他 63 578

経 常 利 益 5,134

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 61

投資有価証券売却益 108 170

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 7

減 損 損 失 1,241

過年度決算訂正関連費用 117 1,365

税 引 前 当 期 純 利 益 3,939

法人税、住民税及び事業税 1,501

法 人 税 等 調 整 額 △218 1,282

当 期 純 利 益 2,656

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
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株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日～平成27年３月31日)

(単位：百万円)

項 目

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金

平成26年４月１日残高 13,047 448 ― 2,864

誤謬の訂正による累積的影響額

会計方針の変更による累積的影響額

誤謬の訂正及び会計方針の変更を反映した当期首残高 13,047 448 ― 2,864

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

固定資産圧縮積立金の取崩

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立

特別償却準備金の積立

特別償却準備金の取崩

自己株式の取得

自己株式の消却 △645

自己株式の処分 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 645

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ―

平成27年３月31日残高 13,047 448 ― 2,864

　

項 目

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金

固定資産
圧縮積立金

固定資産圧縮
特別勘定積立金

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成26年４月１日残高 303 ― 427 17,285 5,666 △2,355 37,687

誤謬の訂正による累積的影響額 △392 △392

会計方針の変更による累積的影響額 △236 △236

誤謬の訂正及び会計方針の変更を反映した当期首残高 303 ― 427 17,285 5,037 △2,355 37,058

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △870 △870

当 期 純 利 益 2,656 2,656

固定資産圧縮積立金の取崩 △14 14 ―

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 32 △32 ―

特別償却準備金の積立 342 △342 ―

特別償却準備金の取崩 △80 80 ―

自己株式の取得 △389 △389

自己株式の消却 645 ―

自己株式の処分 0 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 △645 ―

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

― ― ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 △14 32 262 ― 860 256 1,397

平成27年３月31日残高 289 32 689 17,285 5,897 △2,098 38,455
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(単位：百万円)

項 目

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成26年４月１日残高 6,725 7 6,732 44,420

誤謬の訂正による累積的影響額 6 6 △385

会計方針の変更による累積的影響額 △236

誤謬の訂正及び会計方針の変更を反映した当期首残高 6,732 7 6,739 43,797

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △870

当 期 純 利 益 2,656

固定資産圧縮積立金の取崩 ―

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 ―

特別償却準備金の積立 ―

特別償却準備金の取崩 ―

自己株式の取得 △389

自己株式の消却 ―

自己株式の処分 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 ―

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額)

1,044 36 1,080 1,080

当 期 変 動 額 合 計 1,044 36 1,080 2,477

平成27年３月31日残高 7,776 43 7,819 46,275

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
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【個別注記表】
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
　(1) 資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のあるもの…………………決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

　時価のないもの…………………移動平均法による原価法

　 ② たな卸資産の評価基準

及び評価方法

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定)

　(2) 固定資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次の通りでありま

す。

　建物 10～50年

　機械及び装置 ８～９年

　 ② 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法

なお、ソフトウェア（自社利用分）につ

いては社内における利用可能期間（５

年）によっております。

　 ③ リース資産 ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に

係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償

却方法と同一の方法を採用しておりま

す。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　 ④ 長期前払費用 定額法
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　(3) 引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。

　 ② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えて、過去の実績に基づき
支給見込額を計上しております。

　 ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、過
去勤務費用については、その発生額を一括償却しておりま
す。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により、
翌事業年度から費用処理しております。

　(4) 重要なヘッジ会計の方法

　 ① ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。為替予約が付されて
いる外貨建金銭債権債務については、振当処理を行ってお
ります。金利スワップについては、特例処理の要件を満た
しておりますので、特例処理を採用しております。

　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
為替予約取引 外貨建金銭債権債務及び外貨建予

定取引

金利スワップ取引 借入金の利息
　 ③ ヘッジ方針

　当社は、基本的に通常の営業取引の範囲内で、外貨建金
銭債権債務に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で
為替予約取引を行っております。また、借入金の金利変動
リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っておりま
す。

　 ④ ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する
重要な条件が同一であり、ヘッジ開始以降、継続して相場
変動を完全に相殺すると想定することができるため、ヘッ
ジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であること
を確認することにより、有効性の判定に代えております。
金利スワップについては、特例処理によっているため、有
効性の評価を省略しております。

　(5) その他計算書類作成のための重要な事項

　 ① 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤
務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれら
の会計処理方法と異なっております。

　 ② 消費税等の会計処理について

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
　(6) 誤謬の訂正に関する注記事項

　当事業年度に発覚した過年度における不適切な会計処理
に関する訂正による累積的影響額は当事業年度の期首の純
資産の帳簿価額に反映されております。
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　この結果、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡
及処理後の期首残高は392百万円減少しております。

　 【会計方針の変更】

　「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号平成
24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退
職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第25号平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」とい
う。)を、当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費
用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法につ
き期間定額基準を継続適用するとともに、割引率の決定方法
についても、割引率の基礎となる債券の期間について従業員
の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法か
ら、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を
反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更してお
ります。
　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準
第37項に定める経過的な取り扱いに従って、当事業年度の期
首において、退職給付に係る負債が366百万円増加し、利益
剰余金が236百万円減少しております。なお、当事業年度の
営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽
微であります。

　 【表示方法の変更】

　 （貸借対照表関係）
　前事業年度において、前払費用（前事業年度15百万円）お
よび未収入金（前事業年度567百万円）として表示しており
ましたが、重要性が乏しくなったため、当事業年度より、流
動資産の「その他」に含めて表示しております。
　また、同様の理由により、出資金（前事業年度115百万円）
および長期前払費用（前事業年度106百万円）を投資その他
の資産の「その他」に含め、預り金（前事業年度281百万円）
および設備関係支払手形（前事業年度408百万円）を流動負
債の「その他」に含め、長期未払金（前事業年度795百万円）
を固定負債の「その他」に含めて表示しております。
　さらに、前事業年度において、建物（前事業年度3,883百
万円）および構築物（前事業年度480百万円）と表示してお
りましたが、当事業年度より、「建物及び構築物」に要約表
示しております。
　また、機械及び装置（前事業年度4,148百万円）および車
両運搬具（前事業年度4百万円）を機械装置及び運搬具に要
約表示し、工具器具備品（前事業年度155百万円）を「その
他」に表示しております。

２．貸借対照表に関する注記

　(1) 輸出荷為替手形割引高 136百万円

　(2) 関係会社に対する金銭債権債務

　 ① 短期金銭債権 9,103百万円

　 ② 長期金銭債権 298百万円

　 ③ 短期金銭債務 1,490百万円

　(3) 有形固定資産の減価償却累計額 48,466百万円

　(4) 保証債務
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　 Vina Okamoto Co., Ltd. 45百万円

(0.3百万米ドル)

３．損益計算書に関する注記

　(1) 関係会社に対する売上高 16,778百万円

　(2) 関係会社からの仕入高 6,084百万円

　(3) 関係会社との営業以外の取引高 981百万円

(4) 減損損失

　 減損損失の内容

　当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計

上しております。

用途 種類 場所

事業用資産 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他
静岡県
榛原郡

　(経緯)
　当社は、プラスチックフィルムの多層フイルム事業の事業用
資産において収益性の低下が生じ、短期的な業績回復が見込ま
れないとの判断から「固定資産の減損に係る会計基準」に基づ
き、当該各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
少額を減損損失（1,241百万円）として特別損失に計上してお
ります。
　減損損失の内訳は、建物及び構築物535百万円、機械装置及
び運搬具700百万円、その他５百万円であります。

　(グルーピングの方法)
　当社は、主に継続的に収支の把握を行っている管理計算上の
区分別(製品群別)に資産をグルーピングしております。ただ
し、賃貸不動産及び遊休資産については、個別物件毎に概ね独
立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルー
ピングをしております。

　(回収可能価額の算定方法等)
　当該資産グループの建物及び構築物、機械装置及び運搬具、
その他の回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キ
ャッシュ・フローを４％で割り引いて算定しております。

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　 当事業年度末における自己株式の種類及び総数

　 普通株式 6,254,212株
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５．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産(流動) (単位：百万円)

　 賞与引当金 229

　 賞与引当金に係る法定福利費 30

　 未払法人事業税等 75

　 たな卸資産評価損 64

　 決算訂正による影響額 156

　 その他 22

　 小計 578

　繰延税金負債(流動)

　 繰延ヘッジ損益 △21

　 小計 △21

　繰延税金資産(流動) 純額 557

　繰延税金資産(固定)

　 退職給付引当金 1,462

　 吸収分割による引継資産評価差額 25

　 厚生年金基金解散に伴う加入員補填額 151

　 減損損失 598

　 未払役員退職慰労金 65

　 有価証券評価損 41

　 その他 30

　 小計 2,375

　 評価性引当額 △ 297

　繰延税金資産(固定) 合計 2,077

　繰延税金負債(固定)

　 固定資産圧縮積立金 △138

　 固定資産圧縮特別勘定積立金 △15

　 特別償却準備金 △329

　 合併時受入土地評価益 △1,705

　 その他有価証券評価差額金 △3,680

　繰延税金負債(固定) 合計 △5,869

　繰延税金負債(固定) 純額 △3,791
　
　(追加情報)

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金

額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）

及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2

号）が平成27年３月31日に公布されたことに伴い、当事業年度

の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年４

月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率

は、前連結会計年度の35.42％から、回収又は支払が見込まれ

る期間が平成27年４月１日から平成28年３月31日までのものは

33.10％、平成28年４月１日以降のものについては32.34％にそ

れぞれ変更されております。

その結果、当事業年度における繰延税金負債の金額(繰延税

金資産の金額を控除した金額)が322百万円減少し、法人税等調

整額が29百万円増加しております。
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６．関連当事者との取引に関する注記

関連会社等

種類
会社等
の名称

議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
オカモト
化成品㈱

(所有)
直接 100％

当社製品
の販売
役員の兼
任

当社産
業資材
関連製
品の販
売

5,108 売掛金 1,216

子会社
世界長
ユニオン㈱

(所有)
直接 100％

当社製品
の販売
役員の兼
任

当社シ
ューズ
製品の
販売
(注)3

914 売掛金 1,933

子会社

Okamoto
Sandusky
Manufacturing
,LLC

(所有)
間接 100％

当社製品
の製造
役員の兼
任

当社産
業資材
関連製
品の製
造・販
売

3,881 売掛金 3,304

関連
会社

森川産業㈱

(所有)
直接
間接
(被所有)

20.83%
2.08%
0.64%

当社製品
の販売
役員の兼
任

当社医
療・日
用品関
連製品
の販売

2,658 売掛金 207

(注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高に
は消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
当社製品の販売については、一般取引条件と同様に決
定しております。

3. シューズ事業において世界長ユニオン㈱の仕入の大半
は親会社を経由しておりますが、実質的に世界長ユニ
オン㈱が行っていることから親会社は手数料のみ売上
計上しており、仕入代行部分は売上計上を行っており
ません。但し、売掛金については手数料部分と仕入代
行部分の両方で計上を行っていることから、取引高と
売掛金残高に大きな開きが生じております。

７．１株当たり情報に関する注記

　(1) １株当たり純資産額 468円65銭

　(2) １株当たり当期純利益 26円78銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月26日
オカモト株式会社

　取 締 役 会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 市 瀬 俊 司 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 今 西 恭 子 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、

オカモト株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日ま

での第119期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附

属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備

及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づい

て、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため

に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求

めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開

示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査

手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書

類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案

するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示

に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細

書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証

拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が

国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び

損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士

法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの

第119期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が

作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成

し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役

から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取

締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠

し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、経営管理室

その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の

環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に

出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等

を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取

締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必

要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定

める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定

期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明い

たしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第

118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、

取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容に

ついて検討を加えました。子会社については、子会社の取締

役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応

じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づ

き、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書につい

て検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な

監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監

査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行

が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規

則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備し

ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以

上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）

について検討いたしました。
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２．監査の結果

　１）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従

い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もし

くは定款に違反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当

であると認めます。なお、事業報告に記載のとおり、

不適切な会計処理が行われていたことが当事業年度に

判明しましたが、外部調査委員会の調査結果及び同委

員会からの提言を踏まえた再発防止策が全社的に実施

され、改善が図られていることを確認しております。

そのほかには、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につい

ては、指摘すべき事項は認められません。事業報告に

記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取

組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株

主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないと認め

ます。

　２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結

果は相当であると認めます。

　３）連結計算書類の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結

果は相当であると認めます。

　 平成27年５月28日

　 オカモト株式会社 監 査 役 会

常勤監査役 久 保 田 榮 ㊞

常勤監査役 後 藤 守 康 ㊞

社外監査役 小 川 明 ㊞

社外監査役 深 澤 佳 己 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

　議案および参考事項

　第１号議案 剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、次のとおりといた

したいと存じます。

　 期末配当に関する事項

　当社は株主のみなさまへの利益還元を重要な政策

と位置づけ、将来の事業展開と経営体質の強化のた

めに必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定

的な配当に加え、業績連動を考慮した配当を実施す

ることを利益処分に関する基本方針としておりま

す。

　この基本方針のもと、平成27年３月期（平成26年

4月1日〜平成27年3月31日）通期の業績が堅調に推

移したことと配当性向等を総合的に勘案し、１株当

たり６円25銭とし、既に実施している中間配当金と

合せて年間配当金を10円とさせていただく予定で

す。

　 (1) 配当財産の種類

　金銭

(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項

およびその総額

当社普通株式１株当たり６円25銭といたしたい

と存じます。

この場合の配当総額は617,141,419円となりま

す。

　なお、中間配当金として３円75銭をお支払い

しておりますので、当期の年間配当金は１株当

たり10円となります。

　 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年６月29日
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　第２号議案 定款一部変更の件

　１．変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律

第90号）の施行に伴い、業務執行を行なわない取

締役および社外監査役でない監査役との間でも責

任限定契約を締結することが可能となりましたの

で、第31条（取締役の責任免除）および第40条

（監査役の責任免除）の一部を変更するものであ

ります。

　２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

（取締役の責任免除） （取締役の責任免除）

第31条 第31条

１.当会社は、会社法第426条第
１項の規定により、任務を怠
ったことによる取締役（取締
役であった者を含む。）の損害
賠償責任を、法令の限度にお
いて、取締役会の決議によっ
て免除することができる。

１.（現行どおり）

２.当会社は、会社法第427条第
１項の規定により、社外取締
役との間に任務を怠ったこと
による損害賠償責任を限定す
る契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づ
く責任の限度額は、法令が規
定する額とする。

２.当会社は、会社法第427条第
１項の規定により、取締役
（業務執行取締役等である者を
除く。）との間に任務を怠った
ことによる損害賠償責任を限
定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に
基づく責任の限度額は、法令
が規定する額とする。

（監査役の責任免除） （監査役の責任免除）

第40条 第40条

１.当会社は、会社法第426条第
１項の規定により、任務を怠
ったことによる監査役（監査
役であった者を含む。）の損害
賠償責任を、法令の限度にお
いて、取締役会の決議によっ
て免除することができる。

１.（現行どおり）

２.当会社は、会社法第427条第
１項の規定により、社外監査
役との間に、任務を怠ったこ
とによる損害賠償責任を限定
する契約を締結することがで
きる。ただし、当該契約に基
づく責任の限度額は、法令が
規定する額とする。

２.当会社は、会社法第427条第
１項の規定により、監査役と
の間に、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責
任の限度額は、法令が規定す
る額とする。
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　第３号議案 取締役15名選任の件

　本総会終結の時をもって現任取締役全員（12名）

の任期が満了となります。

　当社の経営基盤の一層の強化を図るため、３名を

増員し、取締役15名の選任をお願いするものであり

ます。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当社株式の数

１

岡本二郎
おかもと じ ろ う

（昭 和 20 年
６月19日生）

昭和44年11月 当社入社

1,276,000株

昭和51年６月 当社取締役

昭和54年６月 当社常務取締役

昭和60年６月 当社専務取締役

平成８年６月 当社取締役副社長

平成15年７月 当社海外部管掌

平成17年６月 当社取締役社長

平成23年６月 当社取締役会長

現在に至る

２

岡本良幸
おかもと よしゆき

（昭 和 24 年
10月23日生）

昭和50年７月 当社入社

1,092,000株

昭和60年６月 当社取締役

平成元年６月 当社常務取締役

平成15年７月 当社専務取締役

平成17年６月 当社専務取締役

資材部、海外部、

茨城工場管掌

平成19年６月 当社取締役副社長

平成21年６月 当社取締役副社長

資材部、茨城工

場、静岡工場、福

島工場管掌

平成23年６月 当社取締役社長

現在に至る

３

田村俊夫
た む ら と し お

（昭 和 28 年
９月９日生）

昭和52年６月 当社入社

19,000株

平成10年４月 当社海外部製品販

売課長

平成14年６月 当社海外部 統括

マネージャー

平成19年６月 当社取締役 海外

部長

平成23年６月 当社常務取締役

海外部担当

平成24年６月 当社常務取締役

海外部、車輌資材

部担当

現在に至る

※岡本（香港）有限公司取締役社長、

Okamoto North America,Inc.取締

役社長
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当社株式の数

４

竹
たけうち

内誠二
せ い じ

（昭 和 26 年
５月17日生）

昭和50年４月 ㈱富士銀行（現㈱
みずほ銀行）入行

21,000株

平成14年５月 同行八王子支店長

平成16年４月 当社総務部、経営
管理室統括マネー
ジャー

平成17年６月 当社取締役 総務
部長、経営管理
室、 PLP 推 進 室、
情報システム室、
お客様相談室担当

平成21年６月 当社常務取締役
食品衛生用品部、
メディカル製品
部、情報システム
室、物流担当

平成26月10月 当社常務取締役
医療生活用品部、
産業用品部、食品
衛生用品部、手
袋・メディカル
部、情報システム
室、物流担当
現在に至る

５

矢
や ぐ ち

口昭史
あきふみ

（昭 和 28 年
４月29日生）

昭和53年６月 当社入社

5,000株

平成８年７月 当社産業製品部大

阪産業製品課長

平成14年６月 当社プラスチック

製品部プラスチッ

ク製品課 マネー

ジャー

平成19年７月 当社プラスチック

製品部長

平成20年６月 当社取締役プラス

チック製品部長

平成22年７月 オカモト化成品㈱

取締役社長

平成23年６月 当社取締役退任

オカモト化成品㈱

取締役社長

平成25年６月 当社常務取締役汎

用プラスチック製

品部、機能プラス

チック製品部、農

業資材部担当

現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当社株式の数

６

増田富美雄
ま す だ と み お

（昭 和 29 年
３月21日生）

昭和53年６月 当社入社

34,000株

平成７年７月 当社車輌資材部レ

ザー・ゴム布課長

平成14年６月 当社建装部 統括

マネージャー

平成20年１月 当社建装部長兼産

業製品部長

平成21年６月 当社取締役 建装

部長兼産業製品部

長兼開発室・ISO

担当

平成24年２月 当社取締役 車輌

資材部長、建装部

長、産業用品部長

平成27年３月 当社取締役 人事

部長、粘着製品部

長、建装部長、工

業用品部長、資材

部、大阪支店、名

古屋営業所担当

現在に至る

７

池田佳司
い け だ け い じ

（昭 和 31 年
９月30日生）

昭和55年６月 当社入社

11,000株

平成９年10月 当社茨城工場 製

造一部検査包装課

長

平成14年６月 当社茨城工場 製

造部医療品険包課

統括マネージャー

平成19年７月 当社茨城工場長兼

製造部長

平成21年６月 当社取締役 茨城

工場長兼製造部長

平成27年１月 当社取締役 医療

生活用品部長、開

発関係担当

現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当社株式の数

８

加藤哲司
か と う て つ じ

（昭 和 29 年
11月28日生）

昭和52年４月 理研ビニル工業㈱

入社

6,000株

平成９年７月 当社入社

平成12年10月 当社食品包装資材

部大阪食品包装資

材課長

平成16年４月 当社手袋・食品衛

生用品部統括マネ

ージャー

平成21年２月 当社食品衛生用品

部長

平成23年６月 当社取締役 食品

衛生用品部長

現在に至る

９

髙
たかしま ひろし

島 寛

（昭 和 32 年
12月25日生）

昭和55年６月 当社入社

10,000株

平成11年10月 当社経理部経理課

長

平成14年６月 当社経理部 統括

マネージャー

平成21年７月 当社経理部長

平成23年６月 当社取締役 経理

部長

現在に至る

10

本
もとかわ つとむ

川 勉

（昭 和 33 年
８月14日生）

昭和56年６月 当社入社

2,000株

平成13年７月 当社プラスチック

製品部課長

平成20年７月 当社プラスチック

製品部長

平成25年４月 当社機能プラスチ

ック製品部長

平成25年６月 当社取締役 機能

プラスチック製品

部長

現在に至る

11

有
ありさか まもる

坂 衛

（昭 和 32 年
８月30日生）

昭和56年６月 当社入社

8,000株

平成10年７月 当社経理部経理課

長代理

平成14年６月 当社総務部総務課

マネージャー

平成23年７月 当社総務部長

平成23年11月 当社総務部長兼人

事部長

平成26年６月 当社取締役 総務

部長

現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当社株式の数

12

※

金氏英樹
かねうじ ひでき

（昭 和 33 年
３月１日生）

昭和55年６月 当社入社

7,000株

平成２年７月 当社茨城工場FA推

進室課長補佐

平成９年10月 当社茨城工場製造

部機能製品課長

平成14年６月 当社茨城工場製造

部粘着製品課統括

マネージャー

平成21年２月 当社茨城工場部長

代理

平成24年９月 当社茨城工場製造

部長代理兼総務人

事課担当

平成25年７月 当社福島工場長

現在に至る

13

※

土屋洋一
つちや よういち

（昭 和 35 年
４月３日生）

昭和58年６月 当社入社

1,000株

平成９年７月 当社静岡工場製造

一部農業ビニル課

課長代理

平成14年６月 当社静岡工場製造

一部フイルム課マ

ネージャー

平成16年10月 当社静岡工場製造

一部統括マネージ

ャー

平成20年11月 当社静岡工場長代

理製造一部兼製造

三部長

平成22年６月 Okamoto Sandusky

Manufacturing,LLC

取締役社長

平成26年７月 当社静岡工場長兼

OSMプロジェクト

メンバー

現在に至る

14

※

岡本邦彦
おかもと くにひこ

（昭 和 54 年
５月24日生）

平成14年４月 当社入社

853,000株

平成19年８月 当社医療家庭用品
部企画課

平成21年２月 当社海外部製品販

売課長

平成23年７月 当社海外部長代理

兼製品販売課長

平成25年10月 当社海外部長

平成27年３月 当社海外部長兼シ

ューズ製品部長

現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当社株式の数

15

※

相澤光江
あいざわ みつえ

（昭 和 17 年
10月14日生）

昭和42年４月 建設省(現国土交

通省)入省

0株

昭和54年４月 東京弁護士会登録

昭和56年９月 三宅今井池田法律

事務所勤務

昭和60年４月 新東京総合法律事

務所開設

平成12年６月 サミット株式会社

監査役（現任）

平成17年６月 株式会社コジマ監

査役（現任）

平成19年10月 ビンガム・マカッ

チェン・ムラセ外

国法事務弁護士事

務所 坂井・三

村・相澤法律事務

所（外国法共同事

業）パートナー就

任

平成27年４月 TMI総合法律事務

所パートナー就任

現在に至る

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません

が、当社は社外取締役候補者である相澤光江氏が、所
属するTMI総合法律事務所と顧問契約を締結しておりま
す。

3. 相澤光江氏は、長年にわたり弁護士業務に従事され、
企業法務に精通しており、また、他社における社外役
員としての豊富な経験を有することから、これらの知
識・経験を当社の経営に生かしていただくため、社外
取締役としての選任をお願いするものであります。

4. 本議案において、相澤光江氏の選任が承認可決された
場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定する予定です。

5. 相澤光江氏が選任された場合には、当社は同氏との間
に、会社法第423条第１項の責任を法令の定める限度額
に限定する契約を締結する予定であります。

以 上
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至千葉至新宿

　交差点

「本郷三丁目」

春日通り （地下鉄大江戸線）

本郷
消防署

本富士
警察署

みずほ銀行

三菱東京
UFJ銀行

昭和シェル
ガソリンスタンド

順天堂医院

東京医科歯科大学外堀通り

神田川

御茶ノ水

本
郷
通
り

消
防
署
前
通
り

火

本郷三丁目

本
郷
三
丁
目

（
地
下
鉄
丸
の
内
線
）

株主総会会場ご案内図

[会場] 東京都文京区本郷３丁目27番12号
当会社本社ビル１階

　(最寄駅)

・地下鉄……丸の内線、大江戸線（５番出口）

本郷三丁目駅下車徒歩約６分

・J R……御茶ノ水駅下車徒歩約15分
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